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議
案
第
八
十
四
号

三
朝
町
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
撃
鮮
資
金
の
貸
付
け
に
閑
す
る
朱
例
の

1
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
二
蒜
町
災
筈
弔
愚
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
鞄
す
る
条
例
の
1
部
を
改

正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
攻
の
規

定

に

,

q

甘

､

本

議

会

の

議

決

を

求

め

る

｡
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胸
部
五
十
六
年
九
月
十
七
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

娼
和
五
望
八
年
九
月
空
合
席
棄
可
決

三
朝
町
親
金
蔵
長
牧
田
嶺
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三

靭

町

条

例

第

　

　

･

号

三
朝
町
災
害
弔
感
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
芸
げ
に
写
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
災
害
弔
慰
金
の
-
及
び
災
害
援
護
資
金
の
-
け
忙
-
る
条
例
(
芸
四
十
九
年
三
朝
町

条
例
第
四
十
l
号
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
五
集
中
｢
二
百
万
円
｣
を
｢
三
盲
万
円
｣
に
,
｢
首
万
円
｣
を
｢
霊
十
万
円
｣
芸
め
る
｡

第
十
条
第
義
竺
号
中
｢
四
十
万
円
｣
を
｢
六
十
万
円
｣
に
､
｢
八
十
万
円
｣
を
｢
首
二
十
万
円
｣

に
,
｢
盲
万
円
｣
を
去
-
万
円
｣
に
､
｢
育
三
十
万
円
｣
を
｢
首
八
十
万
円
｣
に
改
め
､
同
額
第
二

号
中
｢
四
十
万
円
｣
を
｢
六
十
万
円
｣
に
,
｢
-
五
万
円
｣
を
｢
等
万
円
｣
に
'
｢
九
十
万
円
｣
を
t

｢
首
二
十
万
円
｣
に
改
2
,
｢
住
居
の
全
体
が
-
若
手
-
出
し
,
又
-
れ
と
的
等
と
慧
ら
れ

.
 
㌔

る
特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
場
合
首
三
十
万
円
｣
を
｢
住
居
の
全
体
が
-
若
し
-
は
泳
失
し
た
誓

/

盲
八
十
万
巴
に
改
め
,
同
境
に
次
の
盲
を
加
え
る
〇

三
竺
号
の
ハ
又
-
号
の
ロ
若
し
-
払
ハ
に
お
い
て
,
被
災
し
た
住
居
を
等
直
す
に
鯨
し
そ
の

住
居
の
雲
散
分
を
-
-
ざ
る
を
-
卜
場
合
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
芸
に
誓
｢
首
四
十

～

3



万
円
｣
と
あ
る
■
の
は
｢
首
八
十
万
円
｣
と
t
 
r
八
十
万
円
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
二
十
万
円
｣
と
､
｢

首
二
十
万
円
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
八
十
万
円
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
′
o

附
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/

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
お
ら
施
行
し
'
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
四
日

以
後
に
生
じ
た
.
災
害
に
ょ
り
死
亡
⊥
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
S
て
'
改
正
後

の
集
十
条
第
.
一
項
の
規
定
は
当
該
災
害
に
ょ
佃
被
害
を
受
け
た
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
接
儀
資
金
の
蛍
付

け
に
つ
S
て
適
用
す
る
｡
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